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上
水

下
水

1
広
報
啓
発
検
討
委
員
会

（
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
）

上
下
水
道
局
に
お
け
る
広
報
啓
発
活
動
の
円
滑
な
実
施
を
図
る

と
と
も
に
、
上
下
水
道
事
業
に
対
す
る
市
民
の
理
解
を
深
め
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
広
報
啓
発
活
動
の
計
画
を
検
討
及
び
検

証
す
る

○
○

会 議 （ 1 0

月 2 5 日 ）

会 議 （ 2 月

1 6 日 ）

第
1
回
　
1
0
月
2
5
日
（
水
）
開
催

第
2
回
　
2
月
1
6
日
（
金
）
開
催

2
広
報
啓
発
検
討
委
員
会
作
業
部
会

（
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
作
業
部

会
）

上
下
水
道
局
に
お
け
る
広
報
啓
発
活
動
の
円
滑
な
実
施
を
図
る

と
と
も
に
、
上
下
水
道
事
業
に
対
す
る
市
民
の
理
解
を
深
め
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
活
動
の
具
体
的
な
作
業
を
検
討
及
び
実

施
す
る

○
○

会 議 ( 4 月

2 8 日 )

会 議 ( 8 月

2 8 日 )

会 議 （ 1 月

2 5 日 ）

第
1
回
　
4
月
2
8
日
（
金
）
開
催

第
2
回
　
8
月
2
8
日
（
月
）
開
催

第
3
回
　
1
月
2
5
日
（
木
）
開
催

3
出
前
講
座

上
下
水
道
局
が
設
定
し
た
テ
ー
マ
を
も
と
に
地
域
か
ら
の
要
望

を
受
け
、
公
民
館
等
に
出
向
く
講
座
を
実
施
す
る

○
○

市
内
一
円

・
「
飲
み
水
が
で
き
る
ま
で
」
（
経
営
企
画
課
）

4
月
2
2
日
（
土
）
市
薬
剤
師
会
 
会
場
 
1
7
名
、
W
E
B
 
3
6
名
参
加

・
「
縁
の
下
の
力
持
ち
、
下
水
道
の
お
話
」
（
下
水
道
建
設

課
）

6
月
2
1
日
（
水
）
子
育
て
サ
ロ
ン
さ
く
ら
ん
ぼ
 
1
1
名
（
ほ
か
乳

幼
児
3
名
）
参
加

・
「
飲
み
水
が
で
き
る
ま
で
」
（
経
営
企
画
課
）

9
月
3
日
（
日
）
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
第
1
1
団
　
3
2
名
参
加

・
「
そ
の
と
き
水
は
！
～
震
災
時
の
水
の
確
保
に
つ
い
て
～
」

（
経
営
企
画
課
・
総
務
課
）

3
月
1
3
日
（
水
）
千
里
泉
丘
ス
カ
イ
ハ
イ
ツ
自
治
会
　
2
8
名
参

加

4
水
道
出
前
教
室

水
道
の
体
験
型
学
習
を
実
施
す
る

（
沈
で
ん
実
験
・
ろ
過
実
験
・
残
留
塩
素
測
定
）

実
験
器
具
と
実
験
D
V
D
の
貸
出
お
よ
び
学
習
資
料
の
提
供
を
行

う

○
市
内
小
学
校

小
学
4
年
生

豊
中
市
内
小
学
校
4
0
校
中

1
学
期
　
3
2
校
実
施
（
う
ち
冊
子
の
み
提
供
9
校
）

2
学
期
　
 
8
校
実
施
（
う
ち
冊
子
の
み
提
供
2
校
）

5
上
下
水
道
モ
ニ
タ
ー

上
下
水
道
モ
ニ
タ
ー
を
対
象
に
、
会
議
・
施
設
見
学
を
実
施

し
、
上
下
水
道
事
業
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
意

見
・
提
案
を
聴
取
す
る

○
○

上
下
水
道
局

ほ
か

前 年 度 報 告 書 送 付

会 議 （ 5 月 2 4

日 ）

見 学 （ 6 月 1 0 ・

1 4 日 ）

講 義 ・ 訓 練 ( 9 月

2 3 ・ 2 5 日 )

ア ン ケ ー ト

見 学 （ 1 0 月 2 9

日 ）

見 学 （ 2 月 3 ・ 5

日 ）

ア ン ケ ー ト

会 議 （ 3 月 2 5

日 ）

令
和
5
年
度
モ
ニ
タ
ー
 
5
0
名

会
議
 
　
 
　
　
3
回
(
5
月
・
3
月
)

講
義
・
応
急
給
水
訓
練
　
　
1
回
(
9
月
）

ア
ン
ケ
ー
ト
 
 
2
回
(
9
月
・
2
月
)

見
 
学
 
 
 
 
 
　
3
回
(
柴
原
浄
水
場
、
原
田
処
理
場
、
野
畑
・
柿

ノ
木
配
水
場
)

6
広
報
誌
・
局
報

上
下
水
道
事
業
へ
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
、
継
続
的
に
広

報
誌
を
発
行
す
る
と
と
も
に
、
内
部
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
定
期
的
に
局
報
を
発
行
す
る

○
○

上
下
水
道
局

入 札 ・ 契 約

局 報

広 報 誌 ①

局 報

広 報 誌 ②

局 報

広
報
誌
①
②
制
作
業
務
を
委
託

広
報
誌
①
…
1
0
月
 
全
戸
配
布
(
と
よ
な
か
の
上
下
水
道
№
5
2
)

広
報
誌
②
…
2
月
 
拠
点
配
布
(
ミ
ズ
ト
キ
V
o
l
.
1
3
)

局
報
「
せ
せ
ら
ぎ
」
…
年
3
回
(
5
月
・
1
0
月
・
3
月
)

7
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
る
情
報
発
信
の

充
実

さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
を
活
用
し
て
情
報
発
信
の
充
実
を
図
る

・
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
S
N
S
（
F
a
c
e
b
o
o
k
、
T
w
i
t
t
e
r
、
L
I
N
E
、
I
n
s
t
a
g
r
a
m
）

・
報
道
各
社
向
け
リ
リ
ー
ス
ペ
ー
パ
ー

・
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ

・
検
針
お
知
ら
せ
票
　
ほ
か

○
○

上
下
水
道
局

随
時
H
P
更
新
、
作
成

市
公
式
L
I
N
E
セ
グ
メ
ン
ト
配
信
　
7
件
7
回

市
公
式
Y
o
u
T
u
b
e
「
と
よ
な
か
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
　
動
画
3
件
公
開

市
公
式
S
N
S
　
6
件
配
信

と
よ
ふ
ぁ
み
　
4
件
配
信

局
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
（
1
2
月
）

8
施
設
見
学

水
道
水
の
つ
く
ら
れ
方
や
処
理
の
方
法
、
雨
水
の
排
除
方
法
を

は
じ
め
、
環
境
保
全
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
か
を
伝

え
る

○
○

柴
原

浄
水

場
庄

内
下

水
処

理
場

(
各

ポ
ン

プ
場

含
む

)
原

田
処

理
場

随
時
募
集

柴
原
浄
水
場
：
4
団
体
2
5
名
、
う
ち
豊
中
市
内
小
学
校
 
0
校
0
名

庄
内
下
水
処
理
場
：
水
処
理
施
設
表
面
保
護
工
事
の
た
め
R
1
1

年
3
月
末
ま
で
受
入
休
止

猪
名
川
流
域
下
水
道
原
田
処
理
場
：
8
4
団
体
5
,
7
9
0
名
、
う
ち

豊
中
市
内
小
学
校
 
3
7
校
3
,
4
8
0
名

9
ふ
れ
あ
い
緑
地
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

給
水
タ
ン
ク
車
か
ら
の
給
水
体
験
と
パ
ネ
ル
展
示
な
ど
を
行

い
、
水
道
水
の
安
全
性
、
災
害
時
の
水
の
確
保
や
備
蓄
に
つ
い

て
Ｐ
Ｒ
す
る

○
○

ふ
れ
あ
い
緑
地

実 施

5
月
3
日
(
水
・
祝
)

・
S
D
G
ｓ
な
ペ
ー
パ
ー
ウ
エ
イ
ト
作
り

・
給
水
タ
ン
ク
車
の
展
示
と
乗
車
体
験

・
下
水
道
パ
ネ
ル
の
展
示

ブ
ー
ス
来
場
者
数
　
5
0
0
名

（
公
園
み
ど
り
推
進
課
主
催
）

1
0

「
水
道
週
間
」
行
事

水
道
週
間
ポ
ス
タ
ー
の
配
布
及
び
掲
示
、
駅
頭
啓
発
活
動
を
行

い
、
水
道
水
の
安
全
性
、
災
害
時
の
水
の
確
保
や
備
蓄
に
つ
い

て
P
R
す
る

図
書
館
と
連
携
し
て
、
上
下
水
道
に
関
す
る
図
書
を
集
め
た
特

設
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
す
る

○

駅 官
公
署

学
校

図
書
館
 
ほ
か

駅 頭 啓 発 ・ 図 書 館 連

携
5
月
下
旬
：
ポ
ス
タ
ー
配
布

6
/
1
～
7
：
:
水
道
週
間

駅
頭
啓
発
　
6
月
1
日
(
木
)
A
M
阪
急
豊
中
駅
前
広
場

・
備
蓄
水
の
配
布
：
1
,
5
6
0
本

・
啓
発
資
料
入
り
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
の
配
布
：
1
,
5
1
8
部

図
書
館
連
携
事
業
（
岡
町
・
庄
内
・
千
里
）

：
5
月
3
0
日
(
火
)
～
6
月
1
8
日
(
日
)

貸
出
ﾚ
ｼ
ｰ
ﾄ
広
告
：
5
月
2
4
日
(
水
)
～
6
月
7
日
(
水
)
計
3
6
,
4
4
1
枚

1
1

豊
中
ま
つ
り

水
道
水
と
ボ
ト
ル
ウ
オ
ー
タ
ー
の
飲
み
比
べ
を
行
う
と
と
も

に
、
水
道
水
の
安
全
性
等
を
Ｐ
Ｒ
す
る

○
豊
島
公
園
ほ
か

実 施 （ 8 月 5

日 ）

8
月
5
日
(
土
)
・
6
日
(
日
)
　
豊
中
ま
つ
り
2
0
2
3

大
阪
広
域
水
道
企
業
団
主
催
の
利
き
水
会
は
中
止

5
日
（
土
）
の
み
出
展
　
「
S
D
G
ｓ
な
ペ
ー
パ
ー
ウ
エ
イ
ト
作

り
」
を
実
施
　
6
6
名
参
加

備
蓄
水
4
8
0
本
配
布

ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
＆
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
＆
ミ
ズ
ト
キ
5
0
0
部
配
布

実
 
施
 
場
 
所

１
．
広
報
啓
発
活
動

(1
)広
報
啓
発
活
動

内
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
容

主
な
対
象

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

３
月

摘
要

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

１
月

２
月

機
材
貸
出

機
材
貸
出

９８

資料



上
水

下
水

1
2

く
ら

し
か

ん
パ

ネ
ル

展
く

ら
し

か
ん

１
階

ロ
ビ

ー
「

情
報

プ
ラ

ザ
」

に
上

下
水

道
に

関
す

る
パ

ネ
ル

を
展

示
す

る
○

○
く

ら
し

か
ん

講 座 （ 8 月 9 日 ）

展
示

「
上

下
水

道
の

こ
れ

ま
で

と
こ

れ
か

ら
」

8
月

1
日

（
火

）
～

3
1
日

（
木

）
災

害
に

備
え

た
局

の
取

組
み

や
水

の
備

蓄
な

ど
に

つ
い

て
の

パ
ネ

ル
を

展
示

ひ
ろ

ば
講

座
「

S
D
G
ｓ

な
工

作
・

ミ
ズ

の
ミ

ラ
イ

」
8
月

9
日

（
水

）
1
3
時

3
0
分

～
1
5
時

開
催

　
参

加
人

数
 
1
0
名

（
と

よ
な

か
消

費
者

協
会

主
催

）

1
3

親
子

バ
ス

ツ
ア

ー
（

施
設

見
学

会
）

公
募

市
民

対
象

の
バ

ス
ツ

ア
ー

施
設

見
学

を
通

じ
、

水
道

・
下

水
道

に
対

す
る

理
解

を
深

め
て

い
た

だ
く

○
○

柴
原

浄
水

場
原

田
処

理
場

実 施 （ 7 月 3 1

日 ）

実 施 （ 8 月 4

日 ）

7
月

3
1
日

（
月

）
大

阪
市

下
水

道
科

学
館

応
募

：
9
組

1
9
名

参
加

：
8
組

1
7
名

（
保

護
者

8
名

・
小

学
生

9
名

）
8
月

4
日

（
金

）
柴

原
浄

水
場

応
募

：
3
3
組

6
8
名

参
加

：
7
組

1
4
名

（
保

護
者

7
名

・
小

学
生

7
名

）

1
4

「
下

水
道

の
日

」
パ

ネ
ル

展
下

水
道

関
係

の
啓

発
パ

ネ
ル

、
排

水
設

備
模

型
、

デ
ザ

イ
ン

マ
ン

ホ
ー

ル
レ

プ
リ

カ
な

ど
を

展
示

し
、

下
水

道
に

関
す

る
興

味
・

関
心

を
高

め
る

○
市

役
所

実 施 ( 9 月 4

日 ～ 8 日 )

9
月

4
日

（
月

）
～

8
日

（
金

）
市

役
所

第
二

庁
舎

ロ
ビ

ー
で

開
催 下

水
道

啓
発

パ
ネ

ル
・

家
庭

内
排

水
設

備
の

模
型

・
デ

ザ
イ

ン
マ

ン
ホ

ー
ル

の
展

示
、

下
水

道
ク

イ
ズ

ほ
か

貸
出

ﾚ
ｼ
ｰ
ﾄ
広

告
　

8
月

2
7
日

（
日

）
～

9
月

1
0
日

（
日

）
　

計
4
1
,
2
3
2
枚

1
5

職
場

体
験

学
習

中
学

生
を

対
象

に
、

上
下

水
道

局
の

業
務

を
体

験
し

て
も

ら
う

○
○

上
下

水
道

局
柴

原
浄

水
場

庄
内

下
水

処
理

場
ほ

か

中
学

生

第
四

中
　

1
0
月

2
4
日

（
火

）
～

2
6
日

（
木

）
3
名

受
入

第
十

五
中

　
1
1
月

7
日

（
火

）
～

9
日

（
木

）
3
名

受
入

履
正

社
中

　
3
月

5
日

（
火

）
～

7
日

（
木

）
3
名

受
入

（
教

育
委

員
会

事
務

局
主

催
）

1
6

く
ら

し
か

ん
祭

り
上

下
水

道
事

業
に

関
す

る
パ

ネ
ル

展
示

や
実

験
も

し
く

は
体

験
を

行
い

、
上

下
水

道
事

業
に

関
心

を
持

っ
て

も
ら

え
る

よ
う

P
R

す
る

○
○

く
ら

し
か

ん
実 施

1
0
月

2
8
日

（
土

）
S
D
G
ｓ

な
ペ

ー
パ

ー
ウ

エ
イ

ト
作

り
・

防
災

パ
ネ

ル
の

掲
示

ク
リ

ア
フ

ァ
イ

ル
＆

ハ
ン

ド
ブ

ッ
ク

＆
ミ

ズ
ト

キ
1
0
0
部

配
布

（
く

ら
し

か
ん

主
催

）

1
7

コ
ラ

ボ
ま

つ
り

上
下

水
道

事
業

に
関

す
る

パ
ネ

ル
展

示
や

実
験

も
し

く
は

体
験

を
行

い
、

上
下

水
道

事
業

に
関

心
を

持
っ

て
も

ら
え

る
よ

う
P
R

す
る

○
○

千
里

文
化

セ
ン

タ
ー

実 施

1
1
月

1
7
日

（
金

）
紙

の
水

溶
け

実
験

備
蓄

水
＆

ク
リ

ア
フ

ァ
イ

ル
＆

ハ
ン

ド
ブ

ッ
ク

＆
ミ

ズ
ト

キ
1
0
0
部

配
布

（
千

里
文

化
セ

ン
タ

ー
主

催
）

1
8

シ
ョ

コ
ラ

フ
ェ

ス
タ

上
下

水
道

事
業

に
関

す
る

パ
ネ

ル
展

示
や

実
験

も
し

く
は

体
験

を
行

い
、

上
下

水
道

事
業

に
関

心
を

持
っ

て
も

ら
え

る
よ

う
P
R

す
る

○
○

庄
内

文
化

セ
ン

タ
ー

実 施

1
1
月

1
9
日

（
日

）
給

水
タ

ン
ク

車
の

展
示

・
水

運
び

体
験

・
防

災
に

関
す

る
パ

ネ
ル

の
掲

示
備

蓄
水

2
1
6
本

配
布

給
水

袋
＆

ク
リ

ア
フ

ァ
イ

ル
＆

ハ
ン

ド
ブ

ッ
ク

＆
ミ

ズ
ト

キ
2
0
0
部

配
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（2）広報掲載内容

４月 「広報とよなか」 ・給水契約の内容は条例などで定めています

・水道料金などの支払いは口座振替をご利用ください

・漏水調査にご協力を

・ガソリン、灯油、シンナーなどを下水道に流さないで

５月 「広報とよなか」 ・直結式給水切替工事助成金制度

・非常用給水栓を設置しませんか

・点字版お知らせ票が利用できます

６月 「広報とよなか」 ・応急給水ポータルサイトを開設

・下水は正しく排水しましょう

・水道メーターの定期交換にご協力を

・水道週間啓発行事を実施

７月 「広報とよなか」 ・表紙「新豊島川」

・水道料金等の支払いで楽天ペイが使用可能に

・上下水道局へ転居の連絡を

・排水設備は各家庭で維持管理を

・水に関する作品募集

・上下水道親子見学バスツアー　作って使って川へ戻すまで

８月 「広報とよなか」 ・傍聴　上下水道事業運営審議会

９月 「広報とよなか」 ・下水道に油を流さないで

・水回りの修繕工事業者選びのご参考に

・下水道の日　パネル展

１０月 「広報とよなか」 ・傍聴　上下水道事業運営審議会

・水道料金等のインボイス対応

・水道料金・下水道使用料の市民説明会

「とよなかの上下水道」№52 ・このトンネル、何のため？命を守る浸水対策の取り組み

・下水道台帳

・ストックマネジメント事業

・市内の小学校に飲み水栓を設置しています

・直結式給水切替工事助成金制度をご利用いただけます

１１月 「広報とよなか」 ・傍聴　上下水道事業運営審議会

・止水栓の点検を

・水に関する図画・習字応募作品の入賞者決定

・受水槽の適正な管理を

１２月 「広報とよなか」 ・年末年始の業務案内

「とよなか市議会のうごき」第279号 ・水道料金・下水道使用料口座振替利用者に割引は

・水道料金・下水道使用料以外の収入の目標設定は

１月 「広報とよなか」 ・水道管の凍結にご注意を

２月 「広報とよなか」 ・被災地に応援職員を派遣

・広報誌・ミズトキ発行

・上下水道モニターを募集

３月 「広報とよなか」 ・下水道敷占用料の改定

・共同住宅などの水道使用戸数変更は３月中に

・水質検査計画を策定

「とよなか市議会のうごき」第280号 ・水道料金・下水道使用料改定額の試算は

・水道料金・下水道使用料改定しない場合の影響は

通年 上下水道局ホームページ 逐次更新

掲　載　内　容
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2．豊中市上下水道事業運営審議会
（１）審議会等開催経過（過去5か年）

開 催 年 月 日 内      容

審議会 令和元年9月12日 会長の選出について

「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて　

審議会 令和2年11月6日 「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて

「第２次とよなか水未来構想」のフォローアップについて

審議会 令和3年1月15日 「第２次とよなか水未来構想」の改訂について

「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて

　・新たな料金・使用料水準及び体系の検討について

審議会 令和3年8月19日 会長の選出について

「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて

　・新たな料金・使用料水準及び体系の検討について

審議会 令和4年1月20日 「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて

　・新たな料金・使用料水準及び体系の検討について

審議会 令和4年8月18日 「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて　

　・新たな料金・使用料水準及び体系の検討について

審議会 令和5年1月31日 「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて

　・これまでの審議会の振り返りについて

審議会 令和5年8月22日 会長等の選出について

水道料金及び下水道使用料の改定の必要性とそのあり方（諮問）

「第２次とよなか水未来構想」に基づく取り組みについて

審議会 令和5年10月24日 水道料金及び下水道使用料の改定の必要性とそのあり方（諮問）に関する審議

審議会 令和5年11月17日 水道料金及び下水道使用料の改定の必要性とそのあり方（諮問）に関する審議

答申 令和5年12月6日 水道料金及び下水道使用料の改定の必要性とそのあり方（答申）

任期:令和5年（2023年）2月1日から令和7（2025年）年1月31日まで

〇 石川　路子 甲南大学 経済学部 教授

◎ 浦上　拓也 近畿大学 経営学部 教授

大路　昌幸 豊中商工会議所 副会頭（令和5年（2023年）3月1日から令和7年（2025年）1月31日まで）

北川　エミ子 とよなか消費者協会 副会長 事務局長担当

重長　寿典

（令和5年（2023年）2月1日から令和5年（2023年）12月12日まで）

清水　聡行 福山市立大学 都市経営学部 都市経営学科 准教授

竹之内　信司 連合大阪　北大阪地域協議会 豊中地区協議会　議長

（令和5年（2023年）12月22日から令和7年（2025年）1月31日まで）

平尾　禎孝 市民公募委員

和田　聡子 大阪学院大学 経済学部 教授

注：◎印は会長、○印は会長代理

氏名（五十音順） 職    業    等

連合大阪　北大阪地域協議会 豊中地区協議会　議長

会 議 区 分

（２）豊中市上下水道事業運営審議会委員（8人） 
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３.水道料金・加入金等の変遷
(１)水道料金表 （単位：円/1か月） （単位：円/1か月）

用 途

13～ 25ミリ 1～ 10㎥ 20

30ミリ 11～ 20㎥ 131

40ミリ 21～ 30㎥ 211

50ミリ 31～ 50㎥ 268

一般用 75ミリ 51～ 100㎥ 338

100ミリ 101～ 500㎥ 377

150ミリ 421

200ミリ 60

250ミリ 89

113

565

臨時用
*上記の表より算定した金額に100分の108、(令和元年10月からは

100分の110)を乗じて得た額とする。

（その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

(２)用途の適用基準
一般用 湯屋用
湯屋用、臨時用の用途以外の用に供するもの。 公衆浴場法（昭和23年法律第139号）による許可を受けた

公衆浴場〔物価統制令施行令（昭和27年政令第319号）
臨時用 第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する
工事用等臨時の用に供するもの。 省令（昭和32年厚生省令第38号）第2条の規定により大阪府

知事が定める入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。〕

(３)加入金表 （単位：円）

口径（㎜） 注1：加入金は、左の区分に応じた金額に100分の108、(令和元年10月からは

20以下 100分の110)を乗じて得た額とし、給水装置の新設又は増径工事申込者から

25 徴収する。この場合において、増径工事申込者から徴収する加入金は、

30 新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金との差額とする。

40 注2：受水槽式給水について、徴収方法を口径別徴収から内部計算方式とする。

50
75
100
150以上

(４)手数料表 （単位：円） 注：給水装置の増設又は改造工事のうち、管理者が別に

定める軽易な工事については、この表に掲げる手数

料は徴収しない。

25 以下
30

設計審査 40
手数料 50

75
100
150 以上
25 以下
30

しゅん工検査 40
手数料 50

75
100
150 以上

基　　本　　料　　金　

湯屋用 「一般用」の口径別基本料金に準じる

760

920

メーター口径 金　　　　額

17,910

40,180

71,070

1,160

1,700

3,860

6,020

従　　量　　料　　金

区分用途

一般用

湯屋用

金 額

1～300㎥

501㎥以上

301～2,000㎥

2,001㎥以上

1,100,000
2,350,000

1㎥につき

加入金

122,000

臨時用

244,000

4,220,000
12,240,000

管理者が別に定める額

種類 メーターの口径（㎜）
金額

新設及び改造 増設

26,110,000

4,200 2,700
9,800 6,500
16,300 11,100
26,000 17,600
30,600 20,800
48,100 32,500
98,200 65,700
8,400 5,400
19,600 13,000
32,600 22,200
52,000 35,200
61,200 41,600

指定給水装置工事事業者証書再交付手数料 2,000

証 明 手 数 料 300

96,200 65,000
196,400 131,400

指定給水装置工事事業者指定手数料 10,000

指定給水装置工事事業者指定更新手数料 9,000
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(５)水道料金の変遷 （単位：円）

一般用 基本料金 10㎥迄 580 10㎥迄 740 10㎥迄 864 10㎥迄 1,029 口径25ミリ迄 760
超過料金 1～10㎥ 20
(従量料金) 11～20㎥ 80 11～20㎥ 100 11～20㎥ 115 11～20㎥ 138 11～20㎥ 131

21～30㎥ 120 21～30㎥ 150 21～30㎥ 167 21～30㎥ 218 21～30㎥ 211
31～50㎥ 145 31～50㎥ 200 31～50㎥ 220 31～50㎥ 275 31～50㎥ 268

51～100㎥ 180 51～100㎥ 250 51～100㎥ 278 51～100㎥ 345 51～100㎥ 338
101～500㎥ 195 101～500㎥ 285 101～500㎥ 314 101～500㎥ 384 101～500㎥ 377
501㎥以上 225 501㎥以上 325 501㎥以上 357 501㎥以上 428 501㎥以上 421

湯屋用 基本料金 300㎥ 12,400 300㎥ 15,700 300㎥ 18,332 300㎥ 21,779
超過料金 301㎥以上 55 301㎥以上 70 301～2,000㎥ 80 301～2,000㎥ 96 1～300㎥ 60

(従量料金) 80 2,001㎥以上 92 2,001㎥以上 120 301～2,000㎥ 89

2,001㎥以上 113

家事共用 基本料金 10㎥ 550 10㎥ 690 10㎥ 792 10㎥ 943
超過料金 1㎥ 70 1㎥ 90 1㎥ 103 1㎥ 124

臨時用 基本料金 1㎥ 330 1㎥ 440 1㎥ 483 1㎥ 572 1㎥ 565
超過料金

(６)加入金の変遷 （単位：千円）

改定年月

口径(㎜)

20 以下 100 100 122

25 200 200 244

30 370 440 1,100

40 740 930 2,350

50 1,250 1,640 4,220

75 3,370 4,740 12,240

100 6,780 10,100 26,110

150 以上

(７)大阪広域水道企業団受水単価の変遷

年月
受水単価

（円）
改定率(％)

S40.4 16.00 28.00

S49.10 19.70 23.13

S51.10 29.70 50.76

S52.10 43.70 47.14

S53.10 48.70 11.44

S59.10 57.20 17.45

H元.4 55.54 ▲ 2.90 消費税導入につき3％マイナス

H5.4 74.50 34.14

H12.10 88.10 18.26

H22.4 78.00 ▲ 11.46 水道用水供給事業会計の経営状況及び府営水道長期施設整備基本計画の見直し

H25.4 75.00 ▲ 3.85 水道用水供給事業会計の経営状況及び企業団将来構想アクションプラン2012に基づく実施

H30.4 72.00 ▲ 4.00 企業団市町村域水道事業アクションプラン（平成29年度～平成31年度）に基づく実施

 100分の108、令和元年10月からは100分の110)を乗じて得た額とする。

                *　上記の表より算定した金額に100分の105、(平成26年4月からは100分の108、令和元年10月からは100分の110)を乗じて得た額とする。

                 注：平成9年6月からは、上記の区分に応じた金額に100分の105、(平成26年4月からは

管理者が別に定める額 左に同じ 左に同じ

昭和52年7月 昭和59年11月昭和50年8月

（その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

▲ 5.3%

平成22年11月
*

18.27%

一般用に準じる

　　　　　　　　   改定年月
用途別

昭和59年11月 平成5年6月

平均改定率 21.85%

平成9年6月
*

平成13年6月
*

21.40% 33.74%
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５．大阪府内水道料金・下水道使用料一覧表（令和5年1月1日現在）

（１）大阪府内水道料金一覧表（１か月、口径20mm、税込）

（２）大阪府内下水道使用料一覧表（１か月、税込）
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500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

大
阪
市

豊
中
市

吹
田
市

池
田
市

箕
面
市

高
槻
市

大
東
市

茨
木
市

守
口
市

東
大
阪
市

貝
塚
市

四
條
畷
市

大
阪
狭
山
市

摂
津
市

平
均

富
田
林
市

寝
屋
川
市

門
真
市

泉
佐
野
市

和
泉
市

八
尾
市

交
野
市

枚
方
市

高
石
市

羽
曳
野
市

河
内
長
野
市

柏
原
市

堺
市

泉
南
市

藤
井
寺
市

松
原
市

岸
和
田
市

阪
南
市

泉
大
津
市

元.10 元.10 元.10 6.1 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 3.1 元.10 元.10 元.10 元.10 3.4 元.10 5.4 元.10 元.10 元.10 元.10 2.10 元.10 元.10 元.10 元.10

( 円 )
下水道使用料(20m3) 下水道使用料(10m3)
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0
5
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1
7
3
3

1
0
3
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

大
阪
市

枚
方
市

貝
塚
市

高
槻
市

茨
木
市

堺
市

豊
中
市

和
泉
市

東
大
阪
市

寝
屋
川
市

大
東
市

守
口
市

岸
和
田
市

柏
原
市

大
阪
狭
山
市

門
真
市

羽
曳
野
市

池
田
市

平
均

八
尾
市

摂
津
市

吹
田
市

富
田
林
市

高
石
市

四
條
畷
市

箕
面
市

河
内
長
野
市

交
野
市

泉
佐
野
市

松
原
市

阪
南
市

泉
大
津
市

泉
南
市

藤
井
寺
市

元.11 3.4 元.10 元.10 元.10 元.12 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 3.1 元.10 6.1 元.10 元.10 2.4 3.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 元.10 2.10

( 円 )
水道料金(20m3) 水道料金(10m3)

※各料金は、メーター使用料を含む。
※各市下段は改定年月。

※各市下段は改定年月。
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６. 悪質下水の規制基準

排水基準値 規制対象排水量 根拠法令 排水基準値 規制対象排水量 根拠法令

0.03以下 0.03以下

1以下 1以下

1以下 1以下

0.1以下 0.1以下

0.5以下 0.5以下

0.1以下 0.1以下

0.005以下 0.005以下

検出されないこと 検出されないこと

0.003以下 0.003以下

0.1以下 0.1以下

0.1以下 0.1以下

0.2以下 0.2以下

0.02以下 0.02以下

0.04以下 0.04以下

1以下 1以下

0.4以下 0.4以下

3以下 3以下

0.06以下 0.06以下

0.02以下 0.02以下

0.06以下 0.06以下

0.03以下 0.03以下

0.2以下 0.2以下

0.1以下 0.1以下

0.1以下 0.1以下

10以下 10以下

8以下 8以下

0.5以下 0.5以下

380未満
法12条の2

第5項
380(125)未満

500 ㎥ ／ 月 を
超 え る も の

法12条の11
第1項第2号

10ピコｇ‐TEQ/ℓ以下
法12条の2

第1項
10ピコｇ‐TEQ/ℓ以下 制限なし

法12条の11
第1項第1号

5以下 5以下

3以下 3以下

2以下 2以下

10以下 10以下

10以下 10以下

2以下 2以下

5(5.7)超～9(8.7)未満 5(5.7)超～9(8.7)未満

600未満 600(300)未満

600未満 600(300)未満

5以下 1,000㎥／日未満

4以下
1,000㎥／日以上
 ～5,000㎥／日未満

3以下 5,000㎥／日以上

30以下 1,000㎥／日未満

20以下
1,000㎥／日以上
 ～5,000㎥／日未満

10以下 5,000㎥／日以上

240未満 240(150)未満

32未満 32(20)未満

45℃(40℃)未満

放流先で支障をきたすような色又
は臭気を帯びていないもの

220未満 法12条

（備考） １．

２．

３．

直 罰 対 象 者
特 定 事 業 場 （ 旅 館 業 を 除 く ）

除 害 施 設 対 象 者
公 共 下 水 道 使 用 者
（ 直 罰 対 象 者 を 除 く ）

健
康
項
目

カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物

制限なし

法12条の2
第1項

制限なし
法12条の11
第1項第1号

シ ア ン 化 合 物

ア ル キ ル 水 銀 化 合 物

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン

テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン

　

区分

項目

有 機 燐
りん

化 合 物

鉛 及 び そ の 化 合 物

六 価 ク ロ ム 化 合 物

砒 素
ひ

及 び そ の 化 合 物
水 銀 及 び ア ル キ ル 水 銀
そ の 他 の 水 銀 化 合 物

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素
及 び 硝 酸 性 窒 素 化 合 物

ジ ク ロ ロ メ タ ン

四 塩 化 炭 素

ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物

１ ， １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン

シス－１，２－ジクロロエチレン

１ ， １ ， １ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン

１ ， １ ， ２ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン

１ ， ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン

チ ウ ラ ム

シ マ ジ ン

１ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン

チ オ ベ ン カ ル ブ

ベ ン ゼ ン

セ レ ン 及 び そ の 化 合 物

ほ う 素 及 び そ の 化 合 物

１ ， ４ － ジ オ キ サ ン

ダ イ オ キ シ ン 類

環
境
項
目

フ ェ ノ ー ル 類

窒 素 含 有 量

動植物油脂類含有量

色 又 は 臭 気

ノ ル マ ル
ヘ キ サ ン
抽 出 物 質
含 有 量

鉱 油 類 含 有 量

沃 素
よう

消 費 量

法12条の11
第1項第1号

銅 及 び そ の 化 合 物

亜 鉛 及 び そ の 化 合 物

鉄 及 び そ の 化 合 物 （ 溶 解 性 ）

マンガン及びその化合物（溶解性）

ク ロ ム 及 び そ の 化 合 物

30㎥／日以上
法12条の2

第1項 制限なし

水 素 イ オ ン 濃 度

50㎥／日以上

30以下

法12条の2
第5項

基準値（）は製造業にかかる基準。

直罰対象者の欄は直罰等に係る規制基準であり、除害施設対象者の欄は除害施設の設置等に係る規制基準である。

500 ㎥ ／ 月
を 超 え る も の

燐
りん

含 有 量

温 度

制限なし

法12条の11
第1項第2号

生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 500 ㎥ ／ 月
を 超 え る も の浮 遊 物 質 量

単位は、ダイオキシン類、水素イオン濃度、温度を除き、すべてmg/ℓ である。

5以下

１０７
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７．水質異常時緊急連絡体制 

○猪名川水質協議会の水質異変時緊急連絡体制              

 

令和 6年(2024年)3月 31日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県環境部局 

猪名川町環境部局 

川西市環境部局 

伊丹市環境部局 

宝塚市環境部局 

オブザーバー 
独立行政法人 
水資源機構 
一庫ダム管理所 
TEL 072‐794‐6671 

FAX 072‐794‐0590 

オブザーバー 
国土交通省近畿地方整備局 
猪名川河川事務所 
TEL 072‐751‐1986 

FAX 072‐753‐5921 

大阪府環境部局 

豊能町環境部局 

池田市環境部局 

豊中市環境部局 

箕面市環境部局 

猪 名 川 水 質 協 議 会 

 
猪名川町  まちづくり部  上下水道課 
TEL 072‐766‐8716  FAX 072‐766‐7765 
 
大阪広域水道企業団 豊能水道センター 
TEL 072‐738‐3311  FAX 072‐738‐7527 
 
兵庫県企業庁      広域水道事務所 
TEL 072‐799‐2072  FAX 072‐799‐2073 
 
川西市  上下水道局  久代浄水場 
TEL 072‐759‐4873  FAX 072‐755‐1910 
 
池田市  上下水道部  古江浄水場 
TEL 072‐751‐8158  FAX 072‐751‐2045 
 
宝塚市  上下水道局  水質試験所 
TEL 0797‐83‐6940  FAX 0797‐83‐6941 
 
豊中市  上下水道局  柴原浄水場 
TEL 06‐6841‐0070  FAX 06‐6841‐0555 
 
伊丹市  上下水道局  千僧浄水場 
TEL 072‐781‐8589  FAX 072‐779‐6159 
 
箕面市  上下水道局  箕面浄水場 
TEL 072‐722‐5941  FAX 072‐722‐4413 
 
西宮市  上下水道局  浄水課 
TEL 0798‐74‐6623  FAX 0798‐72-9980 

異  変  発  見  者 
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１０９

（単位：kWh）

年度

施設

324,553 319,548 336,773 333,391 327,586

水 道 事 業 柴 原 浄 配 水 場 960,350 967,464 909,709 963,544 931,176

石橋中継ポンプ場 1,784,547 1,750,274 1,029,463 1,611,955 1,545,193

猪 名 川 取 水 場 1,197,569 1,434,420 859,579 1,357,512 1,317,406

配水場・水質モニターなど 1,523,400 1,263,353 1,302,395 1,068,733 1,058,566

下 水 道 事 業 庄 内 下 水 処 理 場 8,634,087 8,340,315 8,337,712 8,001,690 8,021,005

雨 水 ・ 汚水 ポン プ場 など 848,395 882,238 888,757 827,258 829,574

46,401,910 46,617,390 47,149,270 43,978,820 43,467,140

61,674,811 61,575,002 60,813,658 58,142,903 57,497,646

※遊休地等を含む。

（2）都市ガス （単位：㎥）

年度

施設

35,673 46,518 52,391 50,061 45,102

水 道 事 業 柴 原 浄 水 場 86 93 85 77 79

35,759 46,611 52,476 50,138 45,181

（3）液化石油ガス （単位：㎥）

年度

施設

114 168 105 138 99

(4)動力用燃料使用量（ガソリン） （単位：ℓ ）

年度

施設

22,244 21,804 19,949 19,020 19,235

1,566 1,411 1,305 1,267 1,459

23,810 23,215 21,254 20,287 20,694

(5)動力用燃料使用量（軽油） （単位：ℓ ）

年度

施設

2,897 2,638 2,969 2,753 3,575

506 642 760 593 843

3,403 3,280 3,729 3,346 4,418

（6）重油 （単位：ℓ）

年度

施設

水 道 事 業 柴 原 浄 配 水 場 122 158 95 101 123

下 水 道 事 業 庄 内 下 水 処 理 場 7,203 12,368 15,433 8,555 13,444

雨 水 ・ 汚水 ポン プ場 など 8,448 12,218 14,703 9,659 15,764

68,757 59,024 64,579 33,725 23,751

84,530 83,768 94,810 52,040 53,082

令和元年度 令和2年度

令和元年度 令和2年度

令和5年度令和4年度

令和5年度令和4年度令和3年度

令和2年度 令和5年度

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

8．環境
(1)電力使用量

上 下 水 道 局 庁 舎 ※

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

上 下 水 道 局 庁 舎

合　　　　計

令和3年度

令和3年度

令和3年度

令和4年度

令和4年度

令和4年度

令和5年度

合　　　　計

令和元年度 令和2年度 令和5年度

令和元年度 令和2年度

令和元年度

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

合　　　　計

令和元年度 令和2年度 令和5年度令和3年度 令和4年度

上 下 水 道 事 業

上 下 水 道 事 業

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

合　　　　計

合　　　　計

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

令和3年度

資料



（単位：㎥）

年度

施設

水 道 事 業 上 下 水 道 局 庁 舎 6,254 6,453 6,607 6,498 6,328

柴 原 浄 配 水 場 667 1,015 532 470 457

下 水 道 事 業 庄 内 下 水 処 理 場 2,758 2,676 2,332 2,472 2,339

雨 水 ・ 汚水 ポン プ場 など 1,553 1,696 1,418 1,193 1,627

26,787 20,289 17,674 10,935 10,883

38,019 32,129 28,563 21,568 21,634

（単位：㎥）

年度

施設

下 水 道 事 業 庄 内 下 水 処 理 場 58,068 57,109 50,308 52,614 52,456

(9)未利用エネルギーの利用 （単位：kWh ）

年度

施設

小 水 力 発 電 事 業 寺 内 配 水 場 928,361 930,855 887,740 888,388 854,028

野 畑 配 水 場 - - 187,258 242,551 217,053

太 陽 光 発 電 事 業 新 田 配 水 場 278,650 274,783 273,950 275,187 257,417

柿 ノ 木 配 水 場 165,487 175,230 154,809 142,423 138,114

消 化 ガ ス 原 田 処 理 場 4,209,501 4,194,490 3,883,380 3,427,312 3,222,720

5,581,999 5,575,358 5,387,137 4,975,861 4,689,332

(10)熱エネルギーの有効利用 （単位：㎥）

年度

施設

下 水 道 事 業 庄 内 下 水 処 理 場 113,600 95,240 57,590 59,230 46,630

39,840 42,912 55,344 51,792 57,744

153,440 138,152 112,934 111,022 104,374

(11)処理水の有効利用 （単位：㎥）

年度

施設

下 水 道 事 業 庄 内 下 水 処 理 場 2,127,900 2,000,940 1,803,120 1,680,410 1,770,680

12,061,062 11,878,823 11,426,500 10,425,915 11,133,264

14,188,962 13,879,763 13,229,620 12,106,325 12,903,944

(12)消化ガスの有効利用（猪名川流域下水道原田処理場）

5,349,581 5,238,340 4,973,130 5,074,461 5,004,728

5,215,222 5,198,716 4,808,709 4,957,731 4,978,510

97.5% 99.2% 96.7% 97.7% 99.5%

令和4年度

令和4年度

令和4年度

令和4年度

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

令和3年度

令和3年度

令和3年度

令和3年度

令和5年度令和元年度 令和2年度

令和元年度 令和2年度 令和5年度

令和4年度

令和4年度

令和3年度

令和3年度

(7)水道使用量

合　　　　計

合　　　　計

令和元年度 令和2年度 令和5年度

令和5年度

令和元年度 令和2年度 令和5年度

令和5年度令和2年度

合　　　　計

令和元年度 令和2年度

合　　　　計

　区分

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

猪 名 川 流 域 下 水 道 原 田 処 理 場

(8)工業用水道使用量

発 生 ガ ス 量

使 用 ガ ス 量

有 効 利 用 率

令和元年度
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(2
)令

和
5
年

度
業

務
指

標
（
下

水
道

維
持

管
理

サ
ー

ビ
ス

向
上

の
た

め
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

：
日

本
下

水
道

協
会

）

番
号

業
務

指
標

名
定

義
（
式

）
単

位
R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

C
I
1
0

事
業

体
の

名
称

（
各

）
-

豊
中

市
上

下
水

道
局

豊
中

市
上

下
水

道
局

豊
中

市
上

下
水

道
局

豊
中

市
上

下
水

道
局

豊
中

市
上

下
水

道
局

C
I
2
0

地
方

公
営

企
業

法
の

適
用

の
有

無
（
各

）
-

有
有

有
有

有

C
I
3
0

事
業

名
（
各

）
-

公
共

下
水

道
公

共
下

水
道

公
共

下
水

道
公

共
下

水
道

公
共

下
水

道

C
I
4
0

事
業

規
模

（
各

）
-

Ａ
ａ
１

Ａ
ａ
１

A
a1

A
a1

A
a1

C
I
5
0

職
員

数
（
地

）
実

人
員

数
人

9
5

1
1
1

1
1
2

1
1
0

1
0
9

C
I
6
0

資
金

収
支

（
決

算
収

入
額

）

（
地

）
料

金
・
企

業
債

・
国

庫
補

助
金

・
一

般
会

計
繰

入
金

・
そ

の
他

収
入

千
円

1
2
,0
7
2
,5
2
5
1
1
,4
1
1
,3
5
7
1
1
,7
1
3
,0
5
3
1
1
,3
8
0
,9
0
1
1
0
,6
7
6
,3
2
9

C
I
7
0

資
金

収
支

（
決

算
支

出
額

）

（
地

）
維

持
管

理
費

・
元

金
償

還
金

・
企

業
債

利
子

・
建

設
費

・
改

良
費

千
円

1
3
,7
4
3
,9
5
3
1
3
,0
3
7
,9
6
6
1
3
,6
3
9
,5
9
7
1
3
,5
5
3
,3
7
3
1
3
,0
0
5
,4
0
1

C
I
8
0

維
持

管
理

費
（
地

）
管

き
ょ

費
・
ポ

ン
プ

場
費

・
処

理
場

費
千

円
3
,1
7
9
,4
4
6

3
,3
0
3
,0
2
7

3
,3
5
3
,9
1
9

3
,5
3
6
,2
4
2

3
,5
8
7
,7
1
3

C
I
9
0

維
持

管
理

費
民

間
委

託
比

率
（
地

）
（
下

）
委

託
費

/
維

持
管

理
費

×
1
0
0

%
3
0
.3
8

3
5
.6
5

3
5
.6
7

3
2
.0
3

3
3
.8
3

C
I

1
0
0

行
政

区
域

人
口

（
各

）
住

民
基

本
台

帳
（
外

国
人

登
録

人
口

含
む

）
人

4
0
8
,5
1
8

4
0
8
,7
3
6

4
0
7
,8
6
7

4
0
6
,9
3
1

4
0
5
,9
8
9

C
I

1
1
0

処
理

区
域

人
口

（
下

）
住

民
基

本
台

帳
（
外

国
人

登
録

人
口

含
む

）
人

4
0
8
,4
9
1

4
0
8
,7
1
2

4
0
7
,8
4
3

4
0
6
,9
1
3

4
0
5
,9
7
2

C
I

1
2
0

排
水

人
口

密
度

（
地

）
下

水
道

処
理

人
口

/
排

水
区

域
面

積
人

/
h
a

1
2
1
.5

1
2
1
.5

1
2
1
.0

1
2
0
.7

1
2
0
.3

C
I

1
3
0

人
口

に
対

す
る

普
及

率
（
地

）
（
各

）
下

水
道

処
理

人
口

/
行

政
区

域
人

口
×

1
0
0

%
9
9
.9

9
9
.9

9
9
.9

9
9
.9

9
9
.9

Ｃ
 Ｉ
 （

背
景

情
報

　
C

o
n
te

xt
　

In
fo

rm
at

io
n
　

の
略

)

１１５

番
号

業
務

指
標

名
定

義
（
式

）
単

位
R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

C
I

1
4
0

水
洗

化
率

（
地

）
水

洗
便

所
設

置
済

人
口

/
処

理
区

域
人

口
×

1
0
0

%
9
9
.9

9
9
.9

9
9
.9

9
9
.9

9
9
.9

C
I

1
5
0

汚
水

管
き

ょ
延

長
（
地

）
ｍ

3
7
1
,3
7
2

3
7
3
,2
7
8

3
7
3
,9
5
2

3
7
4
,7
6
7

3
7
5
,5
1
4

C
I

1
6
0

雨
水

管
き

ょ
延

長
（
地

）
ｍ

2
4
0
,9
5
9

2
4
3
,0
2
9

2
4
3
,9
3
7

2
4
4
,8
5
4

2
4
5
,3
0
4

C
I

1
7
0

合
流

管
き

ょ
延

長
（
地

）
ｍ

4
4
8
,2
4
5

4
4
9
,1
1
4

4
4
9
,2
3
6

4
4
9
,4
9
5

4
4
9
,6
0
2

C
I

1
8
0

現
在

晴
天

時
処

理
能

力
（
庄

内
下

水
処

理
場

 ＋
 流

域
下

水
道

）
（
地

）
m
3
/
日

2
3
1
,7
3
1

2
3
1
,0
0
8

2
3
1
,7
7
4

2
3
1
,7
3
1

2
0
9
,7
6
0

C
I

1
9
0

現
在

晴
天

時
最

大
処

理
水

量
（
庄

内
下

水
処

理
場

 ＋
 流

域
下

水
道

）
（
地

）
m
3
/
日

1
8
7
,8
2
6

1
8
9
,5
8
9

1
9
5
,1
9
6

1
8
7
,2
4
7

2
0
0
,2
0
3

C
I

2
0
0

現
在

晴
天

時
平

均
処

理
水

量
（
庄

内
下

水
処

理
場

 ＋
 流

域
下

水
道

）
（
地

）
m
3
/
日

1
4
7
,8
5
1

1
4
8
,2
9
1

1
4
8
,6
1
4

1
4
5
,0
4
7

1
4
4
,8
2
1

C
I

2
1
0

処
理

場
数

（
庄

内
下

水
処

理
場

）
（
地

）
か

所
1

1
1

1
1

C
I

2
2
0

年
間

降
雨

量
（
各

）
m
m

1
,2
8
6

1
,5
3
8

1
,7
1
0

1
,2
3
6

1
,4
9
9

C
I

2
3
0

平
均

気
温

（
下

）
℃

1
7
.3

1
6
.8

1
6
.6

1
7
.1

1
7
.3

C
I

2
4
0

将
来

人
口

指
数

（
人

）
%

9
9
.7

9
9
.7

9
9
.7

9
9
.7

9
8
.4

C
I

2
5
0

放
流

先
水

域
の

類
型

（
各

）
-

Ｂ
－

ロ
Ｂ

－
ロ

Ｂ
－

ロ
B

-
ロ

B
-
ロ

「
各

」
は

、
公

的
な

資
料

が
な

い
の

で
、

各
事

業
体

で
用

意
し

た
数

値
を

入
力

す
る

。
「
地

」
は

、
「
総

務
省

決
算

状
況

調
査

」
の

項
目

に
対

応
し

て
い

る
の

で
、

調
査

票
記

載
事

項
等

を
参

考
に

入
力

す
る

。
「
下

」
は

、
日

本
下

水
道

協
会

「
下

水
道

統
計

」
の

項
目

に
対

応
し

て
い

る
。

「
下

水
道

に
関

す
る

実
態

調
査

」
調

査
票

記
載

事
項

等
を

参
考

に
入

力
す

る
。

「
人

」
は

、
国

立
社

会
保

障
・
人

口
問

題
研

究
所

か
ら

報
告

さ
れ

て
い

る
、

日
本

の
市

区
町

村
別

将
来

推
計

人
口

を
参

考
に

入
力

す
る

。
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番
号

業
務

指
標

名
定

義
（
式

）
単

位
R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

O
p
1
0

施
設

の
老

朽
化

率
(管

き
ょ

)

（
各

）
（
地

）
耐

用
年

数
超

管
き

ょ
延

長
/

下
水

道
維

持
管

理
延

長
×

1
0
0

%
1
6
.6
0
0

1
9
.6
0
0

2
2
.3
0
0

3
3
.0
0
0

3
5
.6
0
0

O
p
2
0

管
き

ょ
調

査
率

（
各

）
（
地

）
管

き
ょ

調
査

延
長

/
下

水
道

維
持

管
理

延
長

×
1
0
0

%
2
.5
3

4
.7
5

2
.6
9

2
.6
0

2
.6
4

O
p
3
0

管
き

ょ
改

善
率

（
各

）
（
地

）
改

善
（
更

新
・
改

良
・
修

繕
）

管
き

ょ
延

長
/
下

水
道

維
持

管
理

延
長

×
1
0
0

%
0
.5
3
7

0
.5
4
4

0
.6
9
4

0
.5
5
2

0
.5
3
3

O
p
4
0

取
付

け
管

調
査

率
（
各

）
取

付
け

管
調

査
箇

所
数

/
取

付
け

管
総

箇
所

数
×

1
0
0

%
3
.8
2
6

4
.1
9
3

3
.1
3
3

2
.4
5
3

2
.7
5
2

O
p
5
0

取
付

け
管

改
善

数
(1

0
万

か
所

当
た

り
)

（
各

）
取

付
け

管
改

善
箇

所
数

/
取

付
け

管
総

箇
所

数
×

1
0
5

箇
所

8
5
8

9
8
9

1
,0
5
5

8
3
7

5
3
8

O
p
6
0

管
き

ょ
1
km

当
た

り
陥

没
か

所
数

（
各

）
（
地

）
道

路
陥

没
箇

所
数

/
下

水
道

維
持

管
理

延
長

 箇
所

/
km

0
.0
4
6
2

0
.0
6
1
0

0
.0
7
3
1

0
.0
4
4
9

0
.0
3
5
5

O
p
7
0

管
き

ょ
1
m

当
た

り
維

持
管

理
経

費

（
地

）
維

持
管

理
管

き
ょ

費
/
下

水
道

維
持

管
理

延
長

円
/
m

3
4
9

4
2
7

3
7
5

3
7
7

4
2
7

O
t
1
0

主
要

設
備

の
経

年
化

率
（
庄

内
下

水
処

理
場

及
び

各
ポ

ン
プ

場
）

（
各

）
主

要
設

備
の

経
過

年
数

の
総

計
/
主

要
設

備
の

標
準

的
耐

用
年

数
の

総
計

×
1
0
0

%
1
4
4

1
4
5

1
4
2

1
4
0

1
4
3

O
t
2
0

水
処

理
プ

ロ
セ

ス
余

裕
率

（
庄

内
下

水
処

理
場

 +
 流

域
下

水
道

）

（
地

）
（
1
-
現

在
晴

天
時

最
大

処
理

水
量

/
現

在
晴

天
時

処
理

能
力

）
×

1
0
0

%
1
8
.9

1
7
.9

1
5
.8

1
9
.2

4
.6

O
t
3
0

非
常

時
電

源
確

保
率

（
庄

内
下

水
処

理
場

）

（
各

）
（
地

）
非

常
用

電
源

が
確

保
で

き
て

い
る

処
理

場
数

/
所

管
の

全
処

理
場

数
×

1
0
0

%
1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

O
t
4
0

施
設

の
耐

震
化

率
(建

築
)

（
庄

内
下

水
処

理
場

）

（
各

）
耐

震
化

し
た

建
設

施
設

数
/

耐
震

化
が

必
要

な
建

設
施

設
数

×
1
0
0

%
1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

O
t
5
0

目
標

水
質

達
成

率
(B

O
D

)
（
庄

内
下

水
処

理
場

）

（
各

）
目

標
水

質
達

成
回

数
（
Ｂ

Ｏ
Ｄ

）
/
水

質
調

査
回

数
（
Ｂ

Ｏ
Ｄ

）
×

1
0
0

%
1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

O
t
6
0

目
標

水
質

達
成

率
(C

O
D

)
（
庄

内
下

水
処

理
場

）

（
各

）
目

標
水

質
達

成
回

数
（
Ｃ

Ｏ
Ｄ

）
/
水

質
調

査
回

数
（
Ｃ

Ｏ
Ｄ

）
×

1
0
0

%
1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

O
t
7
0

目
標

水
質

達
成

率
(S

S
)

（
庄

内
下

水
処

理
場

）

（
各

）
目

標
水

質
達

成
回

数
（
Ｓ

Ｓ
）
/
水

質
調

査
回

数
（
Ｓ

Ｓ
）

×
1
0
0

%
1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

O
t
8
0

目
標

水
質

達
成

率
(T

-
N

)
（
庄

内
下

水
処

理
場

）

（
各

）
目

標
水

質
達

成
回

数
（
Ｔ

-
Ｎ

）
/
水

質
調

査
回

数
（
Ｔ

-
Ｎ

）
×

1
0
0

%
1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

O
t
9
0

目
標

水
質

達
成

率
(T

-
P

)
（
庄

内
下

水
処

理
場

）

（
各

）
目

標
水

質
達

成
回

数
（
Ｔ

-
Ｐ

）
/
水

質
調

査
回

数
（
Ｔ

-
Ｐ

）
×

1
0
0

%
1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

O
t

1
0
0

臭
気

基
準

遵
守

率
（
庄

内
下

水
処

理
場

）

（
各

）
基

準
遵

守
回

数
（
臭

気
）
/

調
査

回
数

（
臭

気
）
×

1
0
0

%
1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

Ｐ
 Ｉ
 （

業
務

指
標

　
P

e
rf

o
rm

an
c
e
　

In
di

c
at

o
r　

の
略

)

１１６

番
号

業
務

指
標

名
定

義
（
式

）
単

位
R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

O
t

1
1
0

水
処

理
電

力
原

単
位

（
庄

内
下

水
処

理
場

 ＋
 流

域
下

水
道

）

（
下

）
（
地

）
使

用
電

力
量

（
水

処
理

）
/

年
間

総
汚

水
処

理
水

量
kW
H
/
m
3

0
.3
1
2

0
.3
0
0

0
.3
0
7

0
.3
1
5

0
.3
0
8

O
t

1
2
0

水
処

理
使

用
消

毒
剤

原
単

位
（
庄

内
下

水
処

理
場

 ＋
 流

域
下

水
道

）

（
下

）
（
地

）
使

用
消

毒
剤

量
/
年

間
総

汚
水

処
理

水
量

×
1
0
6

g/
m
3

6
.1
0

6
.2
6

6
.0
1

6
.2
5

6
.3
3

U 1
0

雨
水

排
水

整
備

率
（
各

）
（
地

）
整

備
済

面
積

/
雨

水
計

画
面

積
×

1
0
0

%
8
1
.9

8
2
.0

8
2
.1

8
2
.1

8
2
.1

U 2
0

法
定

水
質

基
準

遵
守

率
(B

O
D

)
（
庄

内
下

水
処

理
場

）

（
各

）
法

定
水

質
基

準
遵

守
回

数
（
Ｂ

Ｏ
Ｄ

）
/
法

廷
試

験
水

質
調

査
回

数
（
Ｂ

Ｏ
Ｄ

）
×

1
0
0

%
1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

U 3
0

法
定

水
質

基
準

遵
守

率
(C

O
D

)
（
庄

内
下

水
処

理
場

）

（
各

）
法

定
水

質
基

準
遵

守
回

数
（
Ｃ

Ｏ
Ｄ

）
/
法

廷
試

験
水

質
調

査
回

数
（
Ｃ

Ｏ
Ｄ

）
×

1
0
0

%
-

-
-

-
-

U 4
0

法
定

水
質

基
準

遵
守

率
(S

S
)

（
庄

内
下

水
処

理
場

）

（
各

）
法

定
水

質
基

準
遵

守
回

数
（
Ｓ

Ｓ
）
/
法

廷
試

験
水

質
調

査
回

数
（
Ｓ

Ｓ
）
×

1
0
0

%
1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

U 5
0

法
定

水
質

基
準

遵
守

率
(T

-
N

)
（
庄

内
下

水
処

理
場

）

（
各

）
法

定
水

質
基

準
遵

守
回

数
（
Ｔ
-

Ｎ
）
/
法

廷
試

験
水

質
調

査
回

数
（
Ｔ
-
Ｎ

）
×

1
0
0

%
1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

U 6
0

法
定

水
質

基
準

遵
守

率
(T

-
P

)
（
庄

内
下

水
処

理
場

）

（
各

）
法

定
水

質
基

準
遵

守
回

数
（
Ｔ
-

Ｐ
）
/
法

廷
試

験
水

質
調

査
回

数
（
Ｔ
-
Ｐ

）
×

1
0
0

%
1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

U 7
0

法
定

水
質

基
準

遵
守

率
(大

腸
菌

群
数

)
（
庄

内
下

水
処

理
場

）

（
各

）
法

定
水

質
基

準
遵

守
回

数
（
大

腸
菌

群
数

）
/
法

廷
試

験
水

質
調

査
回

数
（
大

腸
菌

群
数

）
×

1
0
0

%
1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

1
0
0
.0

U 8
0

管
き

ょ
等

閉
塞

事
故

発
生

件
数

(1
0
万

人
当

た
り

)

（
各

）
（
地

）
事

故
発

生
件

数
/
下

水
道

処
理

人
口

×
1
0
5

件
1
1
.5

1
0
.3

9
.3

1
2
.0

1
1
.8

U 9
0

第
三

者
人

身
事

故
発

生
件

数
(1

0
万

人
当

た
り

)

（
各

）
（
地

）
第

三
者

人
身

事
故

発
生

件
数

/
下

水
道

処
理

人
口

×

1
0
5

件
0

0
.2
4
5

0
.2
4
5

0
0
.2
4
6

U 1
0
0

下
水

道
サ

ー
ビ

ス
に

対
す

る
苦

情
件

数
(1

0
万

人
当

た
り

)

（
各

）
（
地

）
苦

情
総

件
数

/
下

水
道

処

理
人

口
×

1
0
5

件
1
9
8

1
8
5

1
9
2

1
6
2

1
6
6

U 1
1
0

苦
情

処
理

率

（
各

）
1
週

間
以

内
に

処
理

し
た

苦
情

件
数

/
苦

情
総

件
数

×
1
0
0

%
9
4
.9

9
3
.2

9
3
.4

9
3
.2

8
5
.1

U 1
2
0

下
水

道
使

用
料

(一
般

家
庭

用
)

（
地

）
各

自
治

体
の

算
出

方
法

に
よ

る
円

1
,2
9
2

1
,2
9
2

1
,2
9
2

1
,2
9
2

1
,2
9
2

U 1
3
0

下
水

道
処

理
人

口
1
人

当
た

り
汚

水
処

理
費

(維
持

管
理

費
)

（
地

）
汚

水
処

理
費

（
維

持
管

理
費

）
/
下

水
道

処
理

人
口

円
/
人

5
,5
6
2

5
,6
9
1

5
,9
3
1

6
,2
6
1

6
,6
5
0

U 1
4
0

下
水

道
処

理
人

口
1
人

当
た

り
汚

水
処

理
費

(資
本

費
)

（
地

）
資

本
費

（
汚

水
分

）
/
下

水
道

処
理

人
口

円
/
人

3
,5
1
6

3
,5
8
0

3
,5
8
1

3
,5
8
4

3
,5
9
8

U 1
5
0

下
水

道
処

理
人

口
1
人

当
た

り
汚

水
処

理
費

（
維

持
管

理
費

+
資

本
費

）

（
地

）
汚

水
処

理
費

/
下

水
道

処
理

人
口

円
/
人

9
,0
7
8

9
,2
7
1

9
,5
1
2

9
,8
4
4

1
0
,2
4
8

U 1
6
0

職
員

1
人

当
た

り
下

水
道

使
用

料
収

入

（
地

）
下

水
道

使
用

料
収

入
/
職

員
数

円
/
人

3
8
,8
8
5
,4
8
8
3
3
,1
5
3
,8
8
2
3
2
,6
3
4
,3
3
8
3
2
,9
4
7
,8
9
4
3
2
,9
6
5
,8
8
7

資料



番
号

業
務

指
標

名
定

義
（
式

）
単

位
R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

U 1
7
0

職
員

1
人

当
た

り
年

間
有

収
水

量

（
地

）
年

間
有

収
水

量
/
損

益
勘

定
職

員
数

千
ｍ
3
/

人
5
7
8

4
9
1

4
7
9

4
8
1

4
7
7

M 1
0

1
人

･1
日

当
た

り
平

均
有

収
水

量
（
地

）
（
各

）
（
年

間
有

収
水

量
/
年

間
実

日
数

）
/
下

水
道

処
理

人
口

ｍ
3
/
人

0
.2
9
4

0
.3
0
0

0
.2
9
9

0
.2
9
5

0
.2
9
2

M 2
0

有
収

率
（
地

）
年

間
有

収
水

量
/
年

間
総

汚
水

処
理

水
量

×
1
0
0

%
6
7
.9

6
7
.4

6
7
.5

7
1
.1

6
8
.6

M 3
0

経
常

収
支

比
率

（
地

）
（
各

）
（
営

業
収

益
+
営

業
外

収
益

）
/
（
営

業
費

用
+
営

業
外

費
用

）
×

1
0
0

%
1
0
9
.4

1
0
7
.1

1
0
5
.3

1
0
3
.5

1
0
1
.6

M 4
0

繰
入

金
比

率
(収

益
的

収
入

分
)

（
地

）
（
各

）
損

益
勘

定
繰

入
金

（
雨

水
処

理
負

担
金

実
繰

入
額

+
他

会
計

補
助

金
実

繰
入

額
＋

他
会

計
繰

入
金

実
繰

入
額

+
損

益
勘

定
他

会
計

借
入

金
）
/
収

益
的

収
入

×
1
0
0

%
3
2
.7

3
2
.3

3
3
.0

3
3
.7

3
3
.2

M 5
0

繰
入

金
比

率
(資

本
的

収
入

分
)

（
地

）
（
他

会
計

出
資

金
実

繰
入

額
+
他

会
計

補
助

金
実

繰
入

額
+
他

会
計

借
入

金
）
/
資

本
的

収
入

×
1
0
0

%
2
.4
4

3
.2
6

2
.5
7

2
.5
3

2
.7
4

M 6
0

使
用

料
単

価
（
地

）
下

水
道

使
用

料
収

入
/
年

間
有

収
水

量
×

1
0
0
0

円
/
ｍ
3

8
4
.1

8
2
.3

8
2
.1

8
2
.8

8
2
.9

M 7
0

汚
水

処
理

原
価

（
地

）
汚

水
処

理
費

/
年

間
有

収
水

量
×

1
0
0
0

円
/
ｍ
3

8
4
.4

8
4
.8

8
7
.1

9
1
.5

9
5
.9

M 8
0

汚
水

処
理

原
価

(維
持

管
理

費
)

（
地

）
汚

水
処

理
費

（
維

持
管

理
費

）
/
年

間
有

収
水

量
×

1
0
0
0

円
/
ｍ
3

5
1
.7

5
2
.0

5
4
.3

5
8
.2

6
2
.2

M 9
0

汚
水

処
理

原
価

(資
本

費
)

（
地

）
汚

水
処

理
費

（
資

本
費

）
/

年
間

有
収

水
量

×
1
0
0
0

円
/
ｍ
3

3
2
.7

3
2
.7

3
2
.8

3
3
.3

3
3
.7

M 1
0
0

経
費

回
収

率
（
地

）
下

水
道

使
用

料
収

入
/
汚

水
処

理
費

×
1
0
0

%
9
9
.6

9
7
.1

9
4
.2

9
0
.5

8
6
.4

M 1
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